
博士課程教育目標、教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針

第一　修士課程

〔教育目標〕

　修士課程は、法学政治学の分野について、広い視野に立った学識を修めるとともに、みずから課

題を定めて研究を行い、その研究成果を論文にまとめる能力を培うことを主な目的とする。

〔教育課程編成・実施の方針〕

１．学士課程における学修の成果を発展させて、幅広く深い学識を涵養するとともに、本学の多様

かつ高度な学術的研究を背景とした基盤的、先端的な専門知識を修得させ、専攻分野における卓越

した研究能力と、高度の専門性を必要とする職業を担う能力を育てることができるよう、教育課程

を編成し実施する。

２．教育課程の実施にあたり、研究の深化を図るとともに、強い責任感と高い倫理性とをもってそ

の研究を見つめ、それが人や自然との調和ある共存という目的にかなっているかどうかを絶えず批

判的に吟味する力を育てるよう留意する。

〔学位授与の方針〕

１．所定の年限在学し、研究指導を受け、本研究科が教育と研究の理念及び目的に沿って設定した

科目を履修して、所定の単位を修得し、かつ、修士論文を提出して、所定の試験に合格することが、

課程修了の要件である。

２．幅広く深い学識を備え、専攻分野における研究能力及び知識、高度な専門性を必要とする職業

を担うための優れた能力及び知識を身につけているかどうかが、課程修了の具体的な目安となる。

３．研究を進展させる際に、高い倫理性と強固な責任感をもって、自らの研究が人や自然との調和

ある共存にかなっているものであるかを検証できていたかどうかも、課程修了の際に考慮されるべ

き重要な点である。

第二　博士後期課程

〔教育目標〕

　博士後期課程は、法学政治学の分野について、みずからの研究計画に基づいて博士論文を完成さ

せるとともに、原理的問題と現代社会への関心を兼ね備えた国際的発信力ある人材となるための高

度の研究能力を涵養することを主な目的とする。

〔教育課程編成・実施の方針〕

１．本学の多様かつ高度な学術的研究を背景とした基盤的、先端的な専門知識を修得させ、国際的

に活躍できる自立した研究者を養成するとともに、各専門分野において職業的に必要とされる高度

に専門的な知識と技術、並びにそれらを統合する能力を備えた、指導的な高度専門職業人を養成す

るよう、教育課程を編成し実施する。

２．教育課程の実施にあたり、つぎに掲げることに留意する。

　（１）自己の研究を各専門分野において的確に位置づけ、その成果と意義を真に国際的な水準で議

論し、研究面での協力体制を構築できる能力を育てる。



　（２）学生が、深い学識と卓越した研究能力を基礎として、幅広い視野から自己の研究を位置づけ、

「知の体系」を構築できるよう、関連分野に関する幅広い学習が可能となる教育課程を整備し、既

成の専門分野にとらわれず、常に進取の精神をもって未踏の分野に挑戦する「知の創造」を目指

す素地を形成する。

　（３）研究の深化を図るとともに、強い責任感と高い倫理性をもってその研究を見つめ、それが人

や自然との調和ある共存という目的にかなっているかどうかを絶えず批判的に吟味する力を育て

る。

〔学位授与の方針〕

１．所定の年限在学し、研究指導を受け、本研究科が教育と研究の理念及び目的に沿って設定した

科目を履修して、所定の単位を修得し、かつ、博士論文を提出して、所定の試験に合格することが、

課程修了の要件である。

２．研究者として自立して活動するために必要な能力及び知識、高度な専門業務に従事するために

必要な能力及び知識を身につけているかどうかが、課程修了の具体的な目安となる。

３．研究を進展させる際に、高い倫理性と強固な責任感をもって、自らの研究が人や自然との調和

ある共存にかなっているものであるかを検証できていたかどうかも、課程修了の際に考慮されるべ

き重要な点である。


